
　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
「
現
況
届
」、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
「
所
得
状
況
届
」
の
提
出
月
で
す
。

■  

児
童
扶
養
手
当

　

父
親
の
い
な
い
子
ど
も
を
育
て

て
い
る
人
な
ど
に
手
当
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。

●
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18

歳
未
満
の
子
ど
も
、
ま
た
は
20

歳
未
満
の
心
身
に
障
害
の
あ
る

子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
母
親

ま
た
は
養
育
者
で
す
。

◎
父
母
が
離
婚
し
、
父
親
と
別
れ

　

て
生
活
し
て
い
る
子
ど
も

◎
父
が
死
亡
し
た
、
あ
る
い
は
重

　

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
父
を

　

も
つ
子
ど
も

◎
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

　

る
子
ど
も

◎
そ
の
他
の
理
由
で
父
が
い
な
い

　

子
ど
も

■  

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
が
あ

る
20
歳
未
満
の
家
庭
に
い
る
子
ど

も
を
育
て
て
い
る
養
育
者
に
手
当

を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

■  

特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
、
著
し
く
重
度
の

障
害
状
態
に
あ
り
、
常
時
特
別
の

介
護
を
必
要
と
す
る
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

■  

障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
害
状

態
に
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
制
限

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
な

ど
、
条
件
に
よ
っ
て
は
、
支
給

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

　

る
と
き

◎
所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
と
き

※

支
給
額
、
支
給
の
制
限
な
ど
、

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
お
よ
び

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況

届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
お
よ

び
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状

況
届
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま

す
。

　

こ
の
届
け
は
、
手
当
を
継
続

し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
た
め
の
手

続
き
で
す
。
手
当
を
受
給
中
の

人
は
も
ち
ろ
ん
、
支
給
停
止
中

の
人
も
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

期
間
内
に
提
出
が
な
い
場
合

は
、
８
月
分
か
ら
の
手
当
が
差

し
止
め
ら
れ
ま
す
。
２
年
を
経

過
す
る
と
、
手
当
を
受
け
る
権

利
が
消
滅
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
況
届
の
提
出
に
係

る
詳
細
は
、個
別
に
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間

８
月
17
日
㈪
〜
28
日
㈮

　
「
南
島
原
市
水
道
事
業
総
合
計
画
」

と
は
、
水
需
要
計
画
の
見
直
し
や
水

道
施
設
の
管
理
と
整
備
の
方
針
な
ど

の
水
道
事
業
の
基
本
と
な
る
計
画
の

こ
と
。

　

９
月
末
を
目
途
に
作
成
す
る
こ
の

計
画
に
対
し
て
、
市
民
皆
さ
ん
の
ご

意
見
、
ご
提
案
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

■  

ご
意
見
の
応
募
方
法

●
資
料
の
閲
覧
場
所

・
水
道
部
上
水
道
課
（
南
島
原

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
記
載

　

し
ま
す
）

・
閲
覧
期
間

　

８
月
10
日
㈪
〜
９
月
９
日
㈬

●
対
象
者

・
市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学

　

す
る
人

・
市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す

　

る
人

・
今
回
の
計
画
（
素
案
）
に
利

　

害
関
係
を
有
す
る
人

■  

意
見
の
提
出
方
法

●
提
出
期
間

　

８
月
10
日
㈪
〜
９
月
９
日
㈬

●
提
出
方
法

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、

意
見
内
容
を
記
載
し
、
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル

で
提
出
い
た
だ
く
か
、
直
接

持
参
く
だ
さ
い
。

※

い
た
だ
い
た
ご
意
見
の
要
旨

　

と
そ
れ
に
対
す
る
市
の
考
え

　

方
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

で
公
表
す
る
予
定
で
す
。

　

現
在
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
は
、
２
０
１
１
年（
平
成
23
年
）７
月
24
日

に
終
了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
移
行
し
ま
す
。
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
移
行

す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
で
は
、
テ
レ
ビ
放
送
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
受
信
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
や
、
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
の
具
体
的
な
質
問
に
お
答
え
す
る
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

～地デジを口実にした悪質商法にご注意を～
　テレビの調査や工事を口実に、料金を不正に請求した
り、関係機関をかたり、切り替え手数料などを架空請求
する悪質な事例が発生しています。
　地上デジタル放送への対応で、関係機関がお金を請求
することは一切ありません。あれ？と思ったときは、絶
対に支払わず、まずは、ご相談ください。

南 島 原 警 察 署　☎０９５７（８６）２１１０
市民相談センター　☎０５０（３３８１）５０３５

　健康チェックや簡単なゲームを毎回行うほか、『生い立ち日記』の
作成など、楽しく学んで頭もすっきりする内容が盛りだくさんです。

対…６５歳以上で介護保険の認定を受けていない人
と・ば…いずれも午後１時30分～４時

●申込方法　お電話で申し込みください。
　申し込みの際は、氏名、住所、電話番号、生年月日、介護保険認定
　の有無、希望会場名をお知らせください。
●募集人員　２５人（各会場。多数の場合抽選） 

※総務省が開催する無料の説明会ですので、機器の販売や契約の
　勧誘などは一切ありません。

経済的な理由で地上デジタル放送を見ることができない人は？
　総務省では、経済的な理由などで地上デジタル放送が見られない世帯（NHK
受信料全額免除世帯）に対して、平成21年秋以降、簡易なチューナーを無償給
付するなどの支援を行う予定です。
　※ 申し込みの方法や時期など、詳細は改めてお知らせする予定です。

　

３
月
か
ら
行
っ
て
い
る
定
額
給
付
金
お
よ
び
子

育
て
応
援
特
別
手
当
の
申
請
・
給
付
事
務
が
９
月

で
終
了
し
ま
す
。
ま
だ
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、

早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご注意ください
85歳以上の4人に1人が認知症です。
早めの予防が効果的と言われています。

締め切り
８月20日
お早めに

締め切り
９月4日
お早めに

と・ば 各回１時間程度　同会場で３回。
第１回 午前10時～、第２回 午後２時～、第３回 午後７時～

加津佐総合福祉センター希望の里 8月28日㈮ 70人

口之津公民館 8月27日㈭ 200人

原城オアシスセンター 8月26日㈬ 100人

北有馬ピロティー文化センター日野江 8月25日㈫ 100人

西有家総合学習センター 8月24日㈪ 60人

ありえコレジヨホール 8月23日㈰ 100人

布津公民館 会議室 8月22日㈯ 50人

深江公民館 ホール 8月21日㈮ 100人

地上デジタル放送説明会場 開 催 日 定 員

有家保健センター 10月２日㈮９月１日㈫ ９月15日㈫ ９月25日㈮

口之津保健センター 10月７日㈬ 10月14日㈬ 10月22日㈭ 10月29日㈭

児
童
扶
養
手
当
の
「
現
況
届
」
と
　
　
　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
「
所
得
状
況
届
」

問 

福
祉
保
健
部 

地
域
福
祉
課 

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
５
１ 　
　
　
　

  

物忘れすっきり教室
も・問  福祉保健部 地域福祉課  ☎０５０（３３８１）５０５１

脳活性化教室・参加者募集

提
出
は
お
早
め
に

「
南
島
原
市
水
道
事
業
総
合
計
画（
素
案
）」に

関
す
る
市
民
意
見
募
集（
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
）

問 

水
道
部 

上
水
道
課 

総
務
班　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
７
０  

℻
０
９
５
７（
８
５
）３
１
４
２

メ
ー
ル jousuidou@

city.m
inam

ishim
abara.lg.jp

定
額
給
付
金
、子
育
て
応
援
特
別
手
当
の  

申
請
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

も
・
問 

定
額
給
付
金 

企
画
振
興
部 

企
画
振
興
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
０

子
育
て
応
援
特
別
手
当 

福
祉
保
健
部 

地
域
福
祉
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
１

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
説
明
会
　

問 

説
明
会
は…

デ
ジ
サ
ポ
長
崎
説
明
会
事
務
局 

☎
０
９
５
（
８
１
１
）
３
２
８
０

　

 

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
全
般…

総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　

 

　

 

☎
０
５
７
０
（
０
７
）
０
１
０
１ 

ま
た
は 

☎
０
３
（
４
３
３
４
）
１
１
１
１

　

 

市
役
所
窓
口 

企
画
振
興
部 

情
報
統
計
課 

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
１
０
０

疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

も/申し込み　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金
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